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平成15年 9月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

規
　
則

◯
秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
〇
・
自
然
保
護
課
）
…
１

訓
　
令

◯
麻
薬
取
締
員
証
規
程
（
一
九
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
三
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
３

◯
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
共
済
掛
金

の
免
除
に
関
す
る
規
則
（
一
四
・
保
健
体
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

教
育
委
員
会
訓
令

◯
秋
田
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
六
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
５

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
号

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
日
本
郵
政
公
社

第
八
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
　
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構

四
　
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

五
　
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構

六
　
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

第
八
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
　
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

第
八
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
　
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

第
八
条
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二
　
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

第
八
条
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

第
八
条
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第

十
九
号
を
第
十
八
号
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
一
号
の
改
正
規
定

は
公
布
の
日
か
ら
、
同
条
第
五
号
の
改
正
規
定
は
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
訓
令
第
十
九
号

健

康

福

祉

部

麻
薬
取
締
員
証
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

麻
薬
取
締
員
証
規
程

麻
薬
司
法
警
察
手
帳
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
訓
令
甲
第
十
八
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
麻
薬
取
締
員
に
貸
与
す
る
麻
薬
取
締
員
証
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
制
式
）

第
二
条

麻
薬
取
締
員
証
の
制
式
は
、
別
図
の
と
お
り
と
す
る
。

（
携
帯
及
び
提
示
）

第
三
条

麻
薬
取
締
員
は
、
職
務
を
執
行
す
る
と
き
は
麻
薬
取
締
員
証
を
携
帯
し
、
司
法
警
察
員
と

１

ペ
ー
ジ

規
　
　
　
　
　
　
則

訓
　
　
　
　
　
　
令
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し
て
の
職
務
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
き
は
身
分
証
及
び
記
章
を
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
い
）

第
四
条

麻
薬
取
締
員
は
、
麻
薬
取
締
員
証
の
取
扱
い
を
慎
重
に
し
、
紛
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

麻
薬
取
締
員
は
、
麻
薬
取
締
員
証
を
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
届
出
）

第
五
条

麻
薬
取
締
員
は
、
麻
薬
取
締
員
証
を
紛
失
し
、
又
は
損
傷
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
た
と
き

は
、
直
ち
に
健
康
福
祉
部
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
納
）

第
六
条

麻
薬
取
締
員
は
、
麻
薬
取
締
員
を
免
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
麻
薬
取
締
員
証
を
健
康

福
祉
部
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
図
（
第
三
条
関
係
）

本
体

身
分
証
　
　

記
章

２

身
分
証
入
れ

ひ
も
を
付
け
る
穴

記

章

入

れ

5.5センチメートル

８センチメートル

９
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

2
4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

７
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

２
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

２
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

5 . 5センチメートル

４センチメートル

３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

９
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

6
.9
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

5 . 7 5 セ ンチメートル
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備
考一

　
本
体
は
、
黒
色
革
製
二
つ
折
り
と
す
る
。

二
　
身
分
証
入
れ
は
、
無
色
透
明
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
と
し
、
身
分
証
に
表
示
さ
れ
た
事
項
を

外
側
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
　
身
分
証
に
は
、
脱
帽
上
半
身
正
面
の
写
真
を
は
り
付
け
、
秋
田
県
の
刻
印
を
押
す
。

四
　
記
章
は
、
金
属
製
と
し
、
「N

A
R
C
O
T
IC
S
C
O
N
T
R
O
L
O
F
F
IC
E
R

」
及
び
「
麻
薬
取

締
員
」
の
文
字
を
黒
色
で
、
光
線
部
分
を
銀
色
で
、
そ
の
他
の
部
分
を
金
色
で
表
示
す
る
。

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
七
号
中
「
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振

興
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
共
済
掛
金
の
免

除
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
共
済
掛
金

の
免
除
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
第
十
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
共
済
掛
金
の
免
除
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
免
除
の
基
準
）

第
二
条

共
済
掛
金
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

る
。

一
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護

者
二
　
前
号
の
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
者

（
免
除
の
手
続
）

第
三
条

共
済
掛
金
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
共
済
掛
金
免
除
申
請
書
（
別
記
様
式
）
を

校
長
を
経
由
し
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

校
長
は
、
前
項
の
共
済
掛
金
免
除
申
請
書
に
免
除
の
決
定
に
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
等
を
添
え

る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
共
済
掛
金
の
免
除
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長

が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
と
の
災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
共
済
掛
金
の
免
除
に
関
す

る
規
則
の
廃
止
）

２

日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
と
の
災
害
共
済
給
付
契
約
に
係
る
共
済
掛
金
の
免
除
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３

麻
薬
取

締
員

教

育

委

員

会

規

則
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４

共済掛金免除申請書

年　　月　　日　

秋田県教育委員会　様

（契約に係る児童又は生徒）

学校名　　　　　　　　等部

第　　学年　氏名

保護者氏名

年度の独立行政法人日本スポーツ振興センターとの

災害共済給付契約に係る共済掛金の免除について（申請）

独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第４項ただし書の規定により、共済掛金の免除を受けたい

ので、次のとおり申請します。

注　※印の欄に保護者は記入しないこと。

別記様式 共済掛金免除申請書（第３条関係）

（Ａ４判）

１　免　除　申　請　額

２　免除を必要とする理由

※　校　長　の　意　見



５
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秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

教

育

機

関

各

地

方

機

関

秋
田
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
八
号
の
表
第
五
号
中
「
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

九
十
二
号
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十

二
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

訓

令
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号
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